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はじめに・・・ナスバ（独）自動車事故対策機構について

ナスバは３つの業務を
一体的に実施している
自動車事故対策の専門
機関です。
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自動車事故を防ぐ・・・貨物軽自動車運送事業者への安全対策

 貨物軽自動車運送事業は、中長距離輸送だけでなく、ラストワンマ
イルを担うことで市民生活をはじめとする日本経済を支えていると
いっても過言ではなく、重要な社会的役割を担っています。

 しかしながら、近年、EC（電子商取引）市場の拡大により、貨物軽
自動車運送事業者による運送需要が拡大され、平成28年から令和
5 年にかけて、保有台数1 万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重
傷事故件数は約4 割増加している状況です。

 このため、令和5 年6 月に関係閣僚会議でとりまとめられた「物
流革新に向けた政策パッケージ」において「軽トラック事業の適正運
営や安全確保」が位置付けられ、令和7年4 月より、貨物軽自動車安
全管理者の選任や業務記録（運転日報）の作成等の安全対策の強化
が図られたところです。

 また、令和6 年4 月に自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準（改善基準告示）の改正により自動車運転者の労働時間の規
制が強化されるなど、貨物軽自動車運送事業を取り巻く環境は日々
変化しており、貨物軽自動車運送事業者には更なる安全確保の取り
組みが求められています。 ＜出典：国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ＞
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貨物軽自動車運送事業者の主な安全対策について
＜出典：国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ＞

6



7

ナスバの貨物軽自動車安全管理者講習について
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eナスバ（Eラーニング）講習について

パワーポイントによる講義画面と講師
による音声での解説動画を視聴
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第1編 自動車運送事業、道路交通等に関する法令 
第1章 貨物軽自動車運送事業の現状 
第2章 貨物軽自動車運送事業の法規制 

第2編 運行管理の業務に関すること
第1章 貨物軽自動車安全管理者制度
第2章 運行管理の実務 
参 考 貨物軽自動車運送事業者に対する行政処分 

第3編 自動車事故防止に関すること 

第1章 飲酒運転防止対策
第2章 健康管理に関する事故防止対策 
第3章 適性診断の活用 
第4章 危険予知トレーニング（KYT）

参考 貨物自動車運送事業法（抄）
貨物自動車運送事業法施行規則（抄）
貨物自動車運送事業輸送安全規則（抄）
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運
用について（抄）
自動車事故報告規則
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針

eナスバ（Eラーニング）講習について



事業用貨物軽自動車の事故の状況について①
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○貨物軽の交通事故発生
状況を見てみると、事故
件数、負傷者数ともに、昨
年よりわずかに減少して
いる。

○死亡事故件数、死者数
は、増減はあるものの大
きな変化は見られない。

事業用貨物軽自動車の事故の状況について②
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○運転者の違反別事故件数
を見てみると、安全不確認が
突出して多い傾向に変わり
はなく、全体の30％を超え
ている。

事業用貨物軽自動車の事故の状況について③
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○運転者の年齢別事故件数を
見てみると、29歳以下の事故が
多く、全体の約30％を占め
ている。

事業用貨物軽自動車の事故の状況について④
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○全事業用と貨物軽の道路形状
別事故発生状況の割合を比較す
ると、貨物軽の事故は交差点（信
号無）が約10％多く、事故割合
が30％を超えている。

事業用貨物軽自動車の事故の状況について⑤
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○全事業用と貨物軽の車両相互
事故の類型別件数の割合を比べ
ると貨物軽は出会い頭衝突の事
故割合が約1.5倍となっている。

●出会い頭事故の道路形状別事
故件数の割合を見てみると、交差
点（信号無）が約75％を占めてい
る。

●車両相互の事故類型別事故件
数を見てみると、追突と出会い頭
衝突が多く見られる。

事業用貨物軽自動車の事故の状況について⑥
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〇自動車事故の防止に関する章
では、交通事故を未然に防ぐため
に運転中に遭遇する様々な交通
場面において、事故の原因になり
うる危険要因を的確に予測ること
が効果的。それらを安全運転によ
り回避することを習慣として身に
付けることがKYTトレーニングの
目的。

〇事業用貨物軽自動車に装着さ
れたドライブレコーダーによる事
故映像記録を用いてKYTトレーニ
ングの手法等を紹介して
いる。

eナスバ（Eラーニング）講習について
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今後の取り組みについて

〇現行の貨物軽自動車安全管理者講習について、
  法改正や最新の情報を踏まえ講義動画、講習用
テキストをリバイス（2026年1月予定）。

  〇国土交通大臣あて登録貨物軽自動車安全管理者
定期講習機関の申請中、登録後は貨物軽自動車

  安全管理者定期講習を開講（2027年度中）。

  〇講義動画の多言語化の検討 (外国人事業者への対応）。
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